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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成22年2月18日(2010.2.18)

【公開番号】特開2009-49550(P2009-49550A)
【公開日】平成21年3月5日(2009.3.5)
【年通号数】公開・登録公報2009-009
【出願番号】特願2007-211708(P2007-211708)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｌ  12/66     (2006.01)
   Ｈ０４Ｍ   3/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｌ  12/66    　　　Ａ
   Ｈ０４Ｍ   3/00    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成22年1月5日(2010.1.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　ＳＩＰ　ＧＷ１０が例えば加入者（ユーザ）宅内に設置され、宅内端末ＵＡ２０と公衆
ＩＰ網４０との間に位置する。例えば、ホームネットワークと公衆網４０の境界に位置す
ることができる。端末ＵＡ２０と通信先ＵＡ３０間で、ＩＰネットワーク４０、ＳＩＰ　
ＧＷ１０を介してセッションが接続される。このようなネットワーク構成において、該加
入者の加入サービス契約により、宅内から使用可能な最大セッション数（この例では２セ
ッションと仮定する）が予め規定されている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　図６（ａ）に示すテーブルは、すでに最大セッション数に達するセッションが通信中の
場合の例である。この例では、セッション管理番号Ｓ１のセッションでは、セットトップ
ボックスである端末ＵＡ－Ａ２１（ＵＲＩ：ｓｔｂ－ｔａｎａｋａ@ｈｏｍｅ１．ｃｏｍ
）と、ビデオ配信サーバである通信先ＵＡ－ａ３１（ＵＲＩ：ｄｏｗｌｏａｄ@ｉｃｐ２
．ｃｏｍ）とが、セッションＩＤ　ａａａで接続されている。また、セッション管理番号
Ｓ２のセッションでは、ＰＣである端末ＵＡ－Ｂ２２（ＵＲＩ：ｖｉｄｅｏｃｏｎ－ｔａ
ｎａｋａ@ｈｏｍｅ１．ｃｏｍ）と、テレビ会議サーバである通信先ＵＡ－ｂ３２（ＵＲ
Ｉ：ｖｉｄｅｏｃｏｎ@ｃｏｍｐａｎｙ１．ｃｏｍ）とが、セッションＩＤ　ｂｂｂで接
続されている。
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